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個人情報の提供は免れられない時代 



個人情報の提供は免れられない時代 



個人情報の提供は免れられない時代 



データスキャンダル多発時代 



データスキャンダル多発時代 
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そもそも個人情報とは何か？ 



対象となる行為 



個人情報取り扱いに関する重要な概念 



責任帰属に関する重要なポイント 



管理者がしなければいけないことには、以下のようなことがあります。 

 

明確な同意の取得 

個人データを取得するときには、データ主体の明確な同意を得なければいけない。 
 

また、データ主体が同意を自由に撤回することができる権利を適切に行使できるようにしなければならな
い。 

  

「Encarregado（データ保護オフィサー）」 

DPOは管理者・個人・データ保護機関間関係の窓口 

 

個人情報に関するマテリアルな出来事に対し通知の責任 
 

 

 

 

 

管理者の責任がとても重いです 



LGPDは個人情報の海外への移転を原則として認めません。 

 
海外に個人情報を移転する場合には、以下の条件を満たす必要があります。 

 

1.明確な本人同意を取得 

 

2.十分性認定（十分な個人データ保護の保障） 
（情報保護機関が、データ移転先の国が十分なレベルの個人データ保護を保障していることを決定） 

 

3.データ移転元とデータ移転先との間で契約を締結し個人情報保護の保障 

 

4.本人又は第三者の人生を守るため 

 
 

 

 

個人情報の国際移転 



実務対応・社内規程等 



個人情報保護と情報セキュリティーは一緒に扱われる場合が多いのですが、基本的な考えは大きく違い、
絵に示めすと、以下の通りになります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

個人情報保護 ≠  情報セキュリティー 



 
ご静聴有難うございました。 
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